
　軽自動車税の賦課には、身体障がい者・精神

障がい者・知的障がい者・戦傷病者に対する税

の減免制度があります。減免を受けようとする場

合は、次の事項に注意し申請を行ってください。 

【問い合わせ】　税務課　市民税係　　TEL　65-0679　　FAX　63-4574

　障がい者の範囲　　身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者・戦傷病者の手帳を交付されている人のうち
次の範囲に該当する方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　減免対象車両　　　・障がい者が所有し、本人が運転する軽自動車 
　　　　　　　　　　　※ただし、次の場合は生計同一者の車両であっても減免申請ができます。 

　　　　　　　　　　　・身体障がい者が18歳未満で生計同一者の軽自動車 
　　　　　　　　　　　　　　（身体障がい者が18歳以上になると本人名義の軽自動車でしか減免できません。） 
　　　　　　　　　　　・精神障がい者で生計同一者の軽自動車 
　　　　　　　　　　　・知的障がい者で生計同一者の軽自動車 
　　　　　　　　　　　・障がい者が所有し、障がい者のみの世帯で構成されるために、障がい者を 
　　　　　　　　　　　　常時介護する者が使用する軽自動車 

　　　　　　　　　　※普通自動車・軽自動車・バイクのいずれか1台しか減免できません。 
　申請期間　　　　　4月3日（月）～納期限（5月末日）の7日前まで 
　　　　　　　　　　※減免決定までに時間を要するため申請されてもいったんお支払い頂く場合があります

ので、できるだけ4月中に申請して頂きますようお願いします。 
　　　　　　　　　　※申請期間を過ぎると受付できませんのでご注意ください。 
　申請に必要なもの　1．減免申請書（各支所総合窓口課にあります。） 
　　　　　　　　　　2．障害者手帳 
　　　　　　　　　　　　（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか該当するもの） 
　　　　　　　　　　3．主に運転する者の運転免許証 
　　　　　　　　　　4．該当車両の車検証 
　　　　　　　　　　5．印鑑（本人のもの） 
　　　　　　　　　　6．軽自動車税納税通知書（届いている場合のみ） 
　　　　　　　　　　※「生計同一及び常時介護者」の場合は上記以外に別途書類が必要になります。 
　申請の提出先　　　各支所総合窓口課 
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●甲賀市を活動の拠点として、自主的に活動する 

　団体やグループ（イベントの実行委員会やサークル

活動をしているグループなど）が年間登録をすれば

利用できます。 

●政治・宗教・営利（塾や教室など）を目的とした団体

は利用できません。 

●「自分たちの家」です。管理人がいませんので、利用

団体の自主管理・自主運営となります。 

●「次に使う人の身になって」利用するのがマナー 

　　です。ゴミやタバコの吸殻などはすべて持ち 

　　　帰りです。 

年間登録団体を募集します！ 
募集要領・申込書は、きずな・市役所市民生活課・各支所にあります。 
　◇募集締切　3月16日（木）必着 
　◇申込先　　〒528-0005　水口町水口5676番地 
　　　　　　　　　自主活動センターきずな運営協議会 
　◇問合せ先　自主活動センターきずな運営協議会 
　　　　　　　　　TEL＆FAX　63-7310 
　　（不在の場合）市民生活課　TEL  65-0687 
　　　　　　　　　　　　　　FAX  63‐4582

募集要領・申込書は、きずな・市役所市民生活課・各支所にあります。 
　◇募集締切　3月16日（木）必着 
　◇申込先　　〒528-0005　水口町水口5676番地 
　　　　　　　　　自主活動センターきずな運営協議会 
　◇問合せ先　自主活動センターきずな運営協議会 
　　　　　　　　　TEL＆FAX　63-7310 
　　（不在の場合）市民生活課　TEL  65-0687 
　　　　　　　　　　　　　　FAX  63‐4582

年間登録の説明会を開催します！ 
年間登録を希望される団体は、ぜひお越しください。 
　　◇日　時　3月12日（日）　10：00～ 
　　◇場　所　自主活動センターきずな 

　もっと多くの皆さんが利用できるように、年間登録をしていなくても
利用できる「ビジター利用」を実施しています。 
　　◇使用時間　　　　8：00～24：00 
　　◇利用対象団体　・甲賀市を活動拠点として自主的に活動する 
　　　　　　　　　　 団体、グループ 
　　　　　　　　　　　（稽古事などの団体も利用できます） 
　　　　　　　　　　・政治、宗教、営利を目的としない団体 
　　◇使用の1か月前から随時利用の受付をしています。 

年間登録を希望される団体は、ぜひお越しください。 
　　◇日　時　3月12日（日）　10：00～ 
　　◇場　所　自主活動センターきずな 

　もっと多くの皆さんが利用できるように、年間登録をしていなくても
利用できる「ビジター利用」を実施しています。 
　　◇使用時間　　　　8：00～24：00 
　　◇利用対象団体　・甲賀市を活動拠点として自主的に活動する 
　　　　　　　　　　 団体、グループ 
　　　　　　　　　　　（稽古事などの団体も利用できます） 
　　　　　　　　　　・政治、宗教、営利を目的としない団体 
　　◇使用の1か月前から随時利用の受付をしています。 

【問い合わせ】 自主活動センターきずな運営協議会　TEL・ＦＡＸ　63－7310

※水口郵便局の斜め前です 

障害の区分
障害の程度

身体障がい者本人が運転 生計を一にする者・常時介護する者が運転

視覚障害
身体障がい者 １級～４級 １級～４級
戦傷病者 特別項症～第４項症 特別項症～第４項症

聴覚障害
身体障がい者 ２級・３級 ２級・３級
戦傷病者 特別項症～第４項症 特別項症～第４項症

平衡機能障害
身体障がい者 ３級 ３級
戦傷病者 特別項症～第４項症 特別項症～第４項症

音声機能障害
身体障がい者 ３級（咽頭摘出による音声機能障害がある場合のみ） －
戦傷病者 特別項症～第２項症（咽頭摘出による音声機能障害がある場合のみ） －

上肢不自由
身体障がい者 １級・２級 １級・２級
戦傷病者 特別項症～第４項症 特別項症～第４項症

下肢不自由
身体障がい者 １級～６級 １級～３級
戦傷病者 特別項症～第６項症・第１款症～第３款症 特別項症～第４項症

体幹不自由
身体障がい者 １級～３級・５級 １級～３級

戦傷病者 特別項症～第６項症・第１款症～第３款症 特別項症～第４項症
乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障害

上肢機能 身体障がい者 １級・２級 １級・２級
移動機能 戦傷病者 １級～６級 １級～３級

心臓・呼吸器・じん臓・
ぼうこう・直腸・小腸 機能障害

身体障がい者 １級・３級 １級・３級
戦傷病者 特別項症～第３項症 特別項症～第３項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 身体障がい者 １級～３級 １級～３級
知的障がい者 その障がいの程度が「重度」（療育手帳に記載された障がいの程度が「Ａ」）の方

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳（通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る）に記載された
障害等級が１級の方

障がい者減免の範囲（甲賀市）

※障がいが重複する場合は、個々の障がいを総合的に判断した等級が手帳に記載されています。 
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